
別紙 1 

細則第 9号 苦情申立に対する手続き規程施行細則 

 

苦情対応の全体の流れ 

 

 苦情の受付から調査・審査、通知までのおおまかな過程（流れ）は下記のとおり。各過程ではそれぞ

れに判断事項があり、本細則では判断の指針を示す。 

 

１ 苦情受付                         本細則で示す指針 

 

                               

 

 

 

 

  

 

 

 

２ 書類審査               

 

 

 

３  調査・審査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査する 

(2)懲戒の種類と判断基準 

(3)懲戒に伴うペナルティ 

(4)懲戒に伴う改善指導 

(5)懲戒の公表の扱い 

通知 

(1)苦情の対象 

苦情受付（苦情申立書） 

①被申立人が会員であり特定できること 

②申立人の氏名・連絡先が特定できること 

※連絡先は、少なくとも住所、電話番号が特定できること 

③苦情内容が明記されていること 

④当該事由が発生した時期が特定できること 

調査に基づく審査 

審査結果決議 

事後対応 

(4)改善指導のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 

(5)懲戒の公表 

(6)情報開示請求への対応 

(7)懲戒履歴の扱い 

苦情として受理 

書類審査 

苦情申立書、添付書類等に基づき判断 

不服申立及び再審査請求の

受付と対応 

調査しない 

書類審査結果の決議 
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１．「苦情受付」「審査開始の判断」の手順 

 

 

 

 

 

（１）苦情相談から苦情申立書の送付まで 

  苦情の相談は電話、文書、FAX、E-mail、来所が考えられる。ここでは、電話の場合を想定される

が、他の場合もこの手順に準じて対応をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持ち込まれた「内容」を傾聴し「主訴」を把握する 

苦情として扱うかどうか判断する 

 ・会員に対する不平・不満、苦情であること（社会福祉

士会に対する苦情や非会員への苦情は扱わない） 

 ・申立人は会員・非会員、個人・団体を問わない 

苦情申立方法や手順等を説明する 

  

聴収後、終了 

申立の意思確認を行う 

「苦情申立書」の送付方法等の確認と苦情申立受付後審査

開始判断までの取り扱いの説明を行う 

相談者に苦情申立書を送付する 

苦情受付票（別紙２）を残す 

はい 

【留意事項】 

  苦情対応に関わる者は苦情対応上知り得た個人情報を守秘しなければいけない。 

苦情対応に関わらなくなった場合も同様である。 

聴収後、終了 

いいえ 

はい 

いいえ 
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（２）苦情申立書の受取から審査開始の判断まで 

  「苦情申立書」が送付されてきた以降の対応及び手順は次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「苦情申立書」（書式 2）の受取 

(この時点では被申立人への通知はしない) 

「苦情申立書」の内容確認を行う 

 ①被申立人が会員であり特定できること 

 ②申立人の氏名・連絡先が特定できること 

 ※連絡先は、少なくとも住所、電話番号が特定できること 

 ③苦情内容が明記されていること 

 ④当該事由が発生した時期が特定できること 

苦情申立の審査を開始または開始しない決定をする 

  申立人へ審査を開始し

ない決定を通知する 

申立人及び被申立人へ審査開始の決定を通知する 

申立人に書類の不備を連

絡する 満たさない 

しない 

する 

満たす 
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２．「書類審査」「調査」「審査」「審議」の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

調査を実施する 

・調査委員 3名の選任・委嘱を行う 

調査委員は被申立人及び申立人の調査を行い、報告書を作成

する 

 ・調査は原則 3名で行う 

被申立人及び申立人に調査日程の通知をする 

調査委員は調査結果を報告する 

 ・処分が必要と考えられる場合は報告書に処分案を含める 

理事会で報告書にもとづき審議する 

 ・報告の内容が不十分な場合は調査員に再調査を求める 

 ・被申立人の処分が除名に相当する場合は総会に議案提

出する 

書類審査を実施する 

調査を実施しない 

 ・懲戒処分にあたらないもの 

 ・懲戒処分にあたらない程度の不適切

な行為（口頭注意もしくは文書注意

の程度が相当のもの） 

書類審査で調査を実施しないと判断し

た理由及び書類審査の結果を報告する 

・口頭注意が必要と考えられる場合は

報告書にその内容を含める 

理事会にて、調査を実施しない理由を説

明のうえ、書類審査の結果を報告書にも

とづき報告する 

 ・協議の結果、必要と判断された場合

は調査を実施する 
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３．「通知」「事後対応」の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査を実施した 

・被申立人及び申立人に審議結果を通知する 

不服申立及び再審査請求期間を設ける 

 ・期間は規程があれば規程に従う    

 ・規程がない場合は理事会で決定する 

 

審査結果を確定する 

懲戒処分を公開する 

  

懲戒処分を行った場合は日本社会福祉士会に報告する 

 ・懲戒処分を受けた者の氏名 

 ・懲戒の種類（付記事項を含む） 

 ・懲戒の事由 

 ・懲戒処分年月日 

再度の議決の必要性を判断する。再度の議決が

必要な場合は、再度、調査・審査を行う。 

不服申立及び再審査請求 

あり 

調査を実施しなかった 

 ・（※被申立人及び）申立人に書類審査の結果

を通知する 

  ※懲戒処分にあたらない場合は、申立人のみに

その旨を通知 

  ※口頭注意もしくは文書注意は、両者に通知 

不服申立及び再審査請求 

なし 


